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2018年2月6日開催東京弁護士会市民会議第44回

LGBT問題の多面的検討議 題

　2017年度の第3回目となる第44回市民会議が，

2018年2月6日に行われた。今回のテーマは，「LGBT

問題の多面的検討」である。

　最初に当会の性の平等に関する委員会副委員長の上

杉崇子会員から，LGBTに関する諸問題として，⑴セ

クシュアリティの多様性，⑵ LGBTとSOGI（Sexual 

Orientation Gender Identity），⑶差別から平等へ

の取り組み，⑷日本国内に残されている問題，⑸性の

平等に関する委員会の取り組みについて，次に当会の

LGBT法務研究部部長の五島丈裕会員から，企業にお

けるLGBT対応について，⑴ LGBTが職場で抱える困

難，⑵関係法令，⑶LGBT施策をする必要性，⑷企業

を評価する取り組みについての説明がなされ，その後，

意見交換が行われた。

　本稿では，その際に委員から出された意見を紹介する

（発言順）。

 1． LGBTに関する諸問題について

逢見：-(#5から40(*という呼び方に国際的にも流

れが変わっているということだったが，-(#5の中の

レズϏアンとかήイという言༿自体がϋラスメントにな

るのか。言༿ङりみたいになってもいけないというײ

があるが，ྫえばどこかの場で発言するときに，どこ

までそういう言༿がڐされるのかというのが，まだよく

分からないところがある。

　連合においても，差別禁ࢭ，ϋラスメント対ࡦとして

の法的保護と，同性Χッϓルの権利の法的保護の2つ

について，法的な措置が必要ということで運動を行っ

ているが，法規としてはどのようにΧόーすべきか，弁

護士会にはその点をڭえていただきたいとࢥっている。

磯谷：現在，私の関係している財ஂでは，その事業の

一として，金༥ڭҭ・相談事業を実施している全国

の様ʑなஂ体の活動を助成している。そのஂ体の一つ

に「性的マイϊリテΟー高ྸ者のためのライフϓラン

セミφー」を開࠵しているஂ体がある。同性ύートφー

と同ډしている人，まだΧミングアウト出དྷないでい

る人等セミφーの受ߨ者は様ʑ。相談の内༰もύート

φーの介護，ҩྍの問，相続の問から死後にύー

トφーと同じุに入るには等多ذにわたっているがຖ回

セミφーは満੮となるそうだ。

　զが国でも-(#5の理解は以前からは֨段に進Μ

でいるようだが，こと経済面に関しては-(#5の方が

高ྸになるとਂࠁな問を生じているのが現実である。

同性ࠗを法律的に認めるւ外の国ʑが૿加しているࡢ

今，զが国でも人権༴護と同性ࠗ法制化の取りみ

が問のࠜ本的解決のために必要ではないかとࢥう。

江川：法制化が進まないのはՁ観の問があるので

はないかとࢥう。ಛに法律をつくるとなると，反対意

見も出てくる。ϔイトスϐーチについても，もっと強い

法律を求める人にとっては不満だったかもしれないけ

れども，できたことでそれなりにޮ果も出ていることも

えると，ಛに差別に関しては言の自由の問もあߟ

るから，理೦法にせ͟るをಘないところもあるとࢥう。

　同性ࠗの法制化については，選択的්別でも

これだけ大変な状況なのに，そΜなに؆୯にはいかな

いとࢥう。では，現状を少しでもよくするにはどうし

たらいいのかというと，ྫえばイタリアではࠗҽではな

くてύートφーγッϓと言うが，そのように少しでも認

められやすい方向に行くか，あるいは最ॳから全部求

めるのではなくて，ྫえば相続に限ってとか，どこか

でಥഁޱをつくるという選択ࢶもあるのではないか。

後藤：ύートφーγッϓ制度をつくろうとしている地

方自࣏体に対して，あるべきύートφーγッϓ制度の

ͻなܗを提案するというのも，弁護士会としてやるべき

1つの方向かとࢥう。

別の法律相談を行うという方向もあるが，法律がݸ　

差別的であれば法律相談をしても限քがある。弁護士
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磯谷 　隆也（一般財団法人ゆうちょ財団監事）
江川 　紹子（ジャーナリスト）
逢見 　直人（日本労働組合総連合会会長代行）
岡田 ヒロミ（消費生活専門相談員）
後藤 　弘子（千葉大学大学院専門法務研究科教授）
津山 　昭英（朝日新聞社顧問）
長友 　貴樹（調布市長）

出席者・市民会議委員
（7人）
＊敬称略
＊肩書は2018年2月6日現在

会として，より大きな提案もできるのではないか。ྫ

えばトイレの利用についての問があるが，東京弁護

士会ではஉঁ別のトイレをやめるとか，そのようなこ

とも弁護士会としての1つの重要な活動だとࢥう。

長友：ܒ発活動のニーズは，ここ10年དྷ非常に高ま

っている。ௐࢢでも，中ֶߍでܒ発ϙスターを掲示

したり，ࢣڭに対してどのような࢟で子どもに向き

合うべきかということの研修などܒ発活動を行ってい

る。弁護士会は進Μだ対応をしておられるとࢥうので，

是非ڠ力を求めたいとࢥう。

　次に，行の૭ޱでは性別と年ྸを確認しなければ

ならないものもある。それに応じていろいろなサーϏス

をޮよく提ڙしているのであるが，現場では対応に

うこともある。見れば分かるだろう，という༁にށ

はいかず，ށ੶の問で割り切って΄しくないと言わ

れてしまうこともある。

　東京でも対応についてのマニュアルを作成してい

るが，一ॹになってߟえながら現場でࣦྱがあっては

ならないと言っているけれども，外見上どちらか分か

らない方に記入してくださいと言うだけでもいけないの

かとか，ߟえたら切りがない問がいま起こっている。

　さらに，制度的な対応をこれからどうしていくかと

いうことがある。多くのट長がࢥっているのは，「まだ

ら対応」はおかしいということ。Aࢢと#ࢢと$ࢢが

あって，移り住むたびにやり方が違う条ྫがあるとい

うのはおかしい。やはり国の制度として確立しなけれ

ばという声を大きく出していただかないと，զʑとして

はやりにくい。

，人としての意見であるがݸとしてではなくて，私ࢢ　

養子ԑだけは非常に৻重な議が必要だとࢥってい

る。それはچདྷの日本の家族制度という意ຯではなく

て，養子になる子どもの人権にも配ྀが必要というこ

とである。それについては，子どもはの経済力もओ

義৴条も選べないという議もあるΜだけれども，そ

れとは同ྻにはならない話ではないかとࢥう。

津山：この問は，今がࣾ会の意ࣝが変わるա渡期

で，-(#5差別はٸ速に解消されていくのではないか

とߟえている。

　若い人たちがا業にब৬する際，この問は，どの

業を選ぶかという話とつながってくる。ྫえば同性ا

ύートφーγッϓに対応している，同性Χッϓルから

届出があった場合，ࠗҽٳՋを取ಘできる，家補

助も引っӽしの際の家族加算も適用する，こうした制

度がないと，ಇきやすいا業と若い人たちがࢥってく

れなくなってきている。உঁの区別についても，今は

自分の自認している性を書かせているا業も૿えてい

るが，これさえもやめようかという話も進Μでいるよう

だ。現実には，人ʑがࢥっている以上に，ا業ࣾ会の

方がかなり変わってきているΜじΌないかとࢥう。

　-(#5に関する記事は，2015年からٸ速に૿えて，

ே日新ฉとʰA&3Aʱでは，地方൛も含めて1年間に

三ඦ何े件，400件近い記事が載っている。これは

1つはঁ性記者が૿えたということ，それと若い人の

意ࣝがٸ速に変わってきているからだろうとࢥう。

　この問はそもそもがࡦの問ではなく人権問

なのだから，同性ࠗにしてもύートφーγッϓにして

も，実現のためには，象的な裁判で最ॳにそれを権

利として認めさせ，その上で法律をつくるということの

方がૣいようにࢥう。人権問なのだから弁護士会と

しても取りΜでもらいたい。

 2． 企業におけるLGBT対応について

岡田：消費者相談の૭ޱでも，やはり相談者がஉ性

かঁ性かというのは必要事項となっている。電話だと，

名前と声で判断しているが，どうしても分からなくて

。るฉくということもあるڪるڪ

　なͥ，消費者センターでஉ性，ঁ性の区別が必要か
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というと౷計のためということになっている。ただ，本

日のお話をおฉきして本当に必要事項かというと，そ

うではないのではないかともࢥう。また，そういうこと

をདʑにฉいてはいけないのだということも真に

。ったࢥ

年，ঁ子大で.5Fのֶ生を受け入れるという記ࡢ　

事が新ฉに載った。そのときに，ああそういう時に

なったΜだなという;うにࢥったが，今回，ا業とか

弁護士会とか行の取りみについてのお話をฉいて，

当વ，その時期にདྷているのだということをײじた。

　ただ，それぞれが一ॹに動いておらず，ばらばらで

活動されているというײがある。それをまとめていくの

は，弁護士会かなとࢥう。人権問であることは間違

いないので，私たちのようにあまりこの問に接して

ない人間にも分かるようなܗで，今後もいろいろな場

面で取り上げていただきたい。

江川：確かに，いろいろな౷計で年ྸ別だとかஉঁ別

だとかいうものがある。それは，ྫえばこういう向

の人たちにはリスクが高いから，そこにターήットをߜ

って施ࡦをしようとか，全く意ຯのないことではない

とはࢥう。

　少数者の人権はもちろΜ大事だけれども，その他の

ѹ的多数の人たちにそうした施ࡦをすることによっ

てޮ果が上がるということもあるので，この౷計の問

というのは実はましい問かなとࢥう。

後藤：ঁ性差別ఫഇ条約に基ͮいてジェンダー౷計

を取るということになると，どうしても-(#5ではな

くてஉঁになる。やはりஉঁ別の౷計は必要である。

ྫえばঁ性活༂推進法が要求しているように，ا業

にどれだけঁ性がいるかということは必要だが，では

-(#5の౷計はどうするかという話になる。

　ただ，法令のࠜ拠を持ったܗでのஉঁ別の౷計の

必要性と，そうではなくて，別に必要ではないけれど

慣習で今までそうしていたからというものがある。法

令にࠜ拠があるものは当વ必要だけれど，そのときに

੶上の性を書けという言い方は，今の時期どうなのށ

かなというؾはする。

　刑事手続で身ฑを拘束するような場合でも，本当に

੶上の性で身ฑを拘束しなければいけないのかといށ

う問もある。そういう意ຯで，今までஉঁという2つ

に分けてきたところで，当વ，私はঁ性じΌないとࢥ

う人もஉ性じΌないとࢥう人もいる΄かに，உでもঁ

でもないという人たちもいる。アメリΧでは基本的に

-(#5に2を付けているが，2を付けられるࣾ会にまだ

日本はなってないのかなと話をฉいていてࢥった。

長友：性別，年ྸの確認については，今後は少し変

わっていくとࢥう。

　サーϏスを提ڙする上で，݈ ，などஉ性対象ࢱや߁

ঁ性対象とはっきり分かれているものについては，確

認が必要となる。しかし，ྫえばきめ細かいサーϏス

を提ڙするためのアンケートということであれば，உ性

かঁ性かを書いてくださいといえばീे数ύーセント

の人は書いてくれるので，ී通そのఔ度あれば判断で

きる。だから，細かく一つ一つの必要性を見ていけば，

あまり書きたくないという人に強制して書いてくれとい

うようなことは，なくなってくるのではないかとࢥう。

磯谷：本日のお話をฉいて，弁護士会としてܒとか

理解ଅ進や，相談という取りみをされているという

ことは理解できた。ただ，ا業の様ʑな取りみもか

なり進Μでいて，一定の理解が進Μでいるなというと

ころからすると，やはり弁護士会ならではの，弁護士

会でしかできないところで，先΄どの法制化について

の強い取りみを期待したい。

　ੈքの中でも，Ԥถでは法制化までいっているところ

がかなりある一方で，なͥ日本がというところはある。

ಓはԕいかもしれないけれど，಄で申したように，

高ྸになって時間のない方ʑもいる。スケジュールײ

をもって進めてもらいたいとࢥう。

東京弁護士会市民会議第44回




